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広報さやま 2021.3月号　　■市役所☎04‐2953‐1111（代表） 04‐2954‐6262　開庁時間 平日の8時30分～17時15分

情
報
ガ
イ
ド

市　

政

募　

集

暮
ら
す

学
ぶ
・
楽
し
む

官
公
庁
な
ど

市
民
の
イ
ベ
ン
ト

情
報
ガ
イ
ド

市　

政

募　

集

暮
ら
す

学
ぶ
・
楽
し
む

官
公
庁
な
ど

市
民
の
イ
ベ
ン
ト

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

温
か
い
ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感

染
拡
大
予
防
の
た
め
に

▼
長
倉
芳
昭
氏
か
ら
不
織
布
マ
ス
ク

　

７
９
０
枚

▼
銀
座
ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
化
粧
品
株
式

　

会
社
か
ら
衛
生
用
品

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に

▼
一
般
社
団
法
人
所
沢
法
人
会
か
ら

　

１
０
０
万
円

固
定
資
産
の
縦
覧

縦
覧
で
き
る
方　

①
３
年
度
土
地
・

家
屋
の
固
定
資
産
税
の
納
税
者 

②

納
税
者
か
ら
同
意
を
得
た
同
一
世
帯

の
方 

③
納
税
者
か
ら
権
限
を
委
任

さ
れ
た
代
理
人　

※
納
税
者
本
人
は

固
定
資
産
税
課
税
台
帳（
名
寄
帳
）の

閲
覧
も
可

内
容　

地
方
税
法
に
基
づ
く
、土
地
・

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

縦
覧
期
間　

４
月
１
日
㈭
～
５
月
31

日
㈪
、８
時
30
分
～
17
時
15
分（
土
・

日
曜
日
、祝
日
を
除
く
）

持
参
品　

本
人
確
認
書
類
、代
理
人

は
納
税
者
か
ら
の
委
任
状
、法
人
は

法
人
印
か
代
表
者
印

問
合
せ　

資
産
税
課
へ
内
線
１
１

２
３

水
質
検
査
計
画
を
公
表

　

市
で
は
、水
道
水
が
水
質
基
準
に

適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
の
水
質
検
査
計
画
を
、毎
年
度
策

定
し
て
い
ま
す
。３
年
度
の
内
容
は

水
道
施
設
課
と
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問
合
せ　

同
課
へ
内
線
２
３
３
１

※
公
民
館
の
申
込
み
受
付
時
間
は
日
曜
日
・

　

祝
日
を
除
く
8
時
30
分
～
17
時
15
分

　

公
共
施
設
で
は
、新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
を
予
防

す
る
た
め
、休
館
、ま
た
は
一
部
利

用
の
制
限
を
行
っ
て
い
ま
す
。詳

細
は
利
用
す
る
施
設
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

市役所の窓口を開設します
窓口名 主な手続きなど 問合せ

市民課 住所異動や印鑑登録などの受け付け、
各種証明書の交付（固定資産税を除く） 内線1033

保険年金課  国民健康保険、国民年金の手続き、後期
高齢者医療の相談 内線1051

収税課 納税、納税相談（事前の予約が必要）、納
付書の再発行 内線1074

こども支援課 児童手当、こども医療費助成などの手
続き 内線1534

市民税課
原付バイクなどの登録・廃車・名義変更
の手続き（市民税・県民税の申告は受
け付けできません）

内線1093

障害者福祉課 障害者の手帳、心身障害者医療費助成、
手当などの手続き 内線1591

長寿安心課 介護保険の手続き 内線1551

学務課 転入学の手続き 内線5655 

3月27日㈯と4月4日㈰
　転勤、就職、入学など、転入や転出の手続きの際
はぜひご利用ください。
開設時間／8時30分～17時15分
※ 関係機関に問い合わせが必要な場合、一部手続

きが完了しないこともあります
※3月の第4日曜日の窓口開設はありません

一部の証明書はコンビニや地区センター、
市民サービスコーナーでも交付しています

交付書類　住民票、戸籍に関する証明（コンビニ
を除く）、印鑑登録証明書、課税・非課税証明書、納
税証明書
※ 地区センター、市民サービスコーナーは、平日
の8時30分～17時15分（入間川地区センター
のみ土曜日も開所）

※ コンビニでの受け取りには、マイナンバーカー
ド（電子証明書付）が必要

予
防
接
種
は
お
早
め
に

　

接
種
期
限
を
過
ぎ
る
と
全
額
自
己

負
担
と
な
り
ま
す
の
で
、早
め
に
接

種
し
て
く
だ
さ
い
。接
種
場
所
な
ど

の
詳
細
は
、市
公
式
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

麻
し
ん
風
し
ん
混
合
２
期
／
対
象
狭

山
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、平
成
26

年
４
月
２
日
～
27
年
４
月
１
日
生
ま

れ
の
方

高
齢
者
肺
炎
球
菌
／
対
象
狭
山
市
に

住
民
登
録
が
あ
り
、令
和
２
年
４
月

１
日
～
３
年
３
月
31
日
に
、65
・
70
・

75
・
80
・
85
・
90
・
95
・
１
０
０
歳
を
迎

え
、過
去
に
接
種
し
た
こ
と
が
な
い

方　

自
己
負
担
額
５
千
円

共
通
事
項
／
接
種
期
限
３
月
31
日
㈬

問
合
せ　

保
健
セ
ン
タ
ー
へ
☎
２
９

５
９
︲
５
８
１
１

早
期
不
妊
・
不
育
症
検
査
費
と

早
期
不
妊
治
療
費
を
助
成

対
象　

２
年
４
月
１

日
～
３
年
１
月
31
日

に
次
の
検
査
や
治
療

を
受
け
終
え
た
夫
婦
▼
不
妊
検
査 

▼
不
育
症
検
査 

▼
不
妊
治
療（
体
外

受
精
・
顕
微
授
精
）

内
容　

検
査
費
や
治
療
費
の
一
部
を

助
成

申
請
期
限　

３
月
31
日
㈬

問
合
せ　

保
健
セ
ン
タ
ー
へ
☎
２
９

５
９
︲
５
８
１
１

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
へ
の

給
付
金
・
援
助
金
・
手
当

　

詳
細
は
、市
公
式
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

◆
児
童
扶
養
手
当
・
医
療
費

内
容　

児
童（
18
歳
に
な
る
年
の
年

度
末
ま
で
。障
害
が
あ
る
児
童
は
20

歳
未
満
）を
養
育
し
て
い
る
方
へ
の

手
当
・
医
療
費

問
合
せ　

こ
ど
も
支
援
課
へ
内
線
１

５
３
６

◆
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

内
容　

国
家
資
格
な
ど
を
取
得
す
る

た
め
の
養
成
機
関
に
就
業
し
て
い
る

期
間
に
支
給
さ
れ
る
給
付
金

問
合
せ　

こ
ど
も
支
援
課
へ
内
線
１

５
３
６

◆
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

内
容　

就
業
に
結
び
つ
く
指
定
訓
練

講
座
を
受
講
し
、修
了
し
た
方
へ
の

給
付
金

問
合
せ　

こ
ど
も
支
援
課
へ
内
線
１

５
３
６

◆
遺
児
就
学
援
助
金

内
容　

交
通
事
故
や
病
気
な
ど
で
親

権
者
の
一
方
か
双
方
を
な
く
し
た
児

童（
遺
児
）の
保
護
者
へ
の
援
助
金

問
合
せ　

こ
ど
も
支
援
課
へ
内
線
１

５
３
９

軽
自
動
車
の
登
録
抹
消
な
ど

の
手
続
き
は
お
早
め
に

　

原
付
バ
イ
ク
、自
動
二
輪
車
、軽
自

動
車
な
ど
の
税
金（
軽
自
動
車
税
種

別
割
）は
、4
月
1
日
現
在
の
所
有
者

に
1
年
分
が
課
税
さ
れ
ま
す
。廃
車

に
伴
う
登
録
の
抹
消
や
名
義
変
更
の

手
続
き
な
ど
は
４
月
１

日
㈭
ま
で
に
お
済
ま
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

▼
原
動
機
付
自
転
車
・
小

型
特
殊
自
動
車
…
市
民
税
課
へ
内
線

１
０
９
６ 

▼
１
２
５
㏄
超
の
二
輪

車
…
埼
玉
運
輸
支
局
所
沢
自
動
車
検

査
登
録
事
務
所
へ
☎
０
５
０
︲
５
５

４
０
︲
２
０
２
９ 

▼
軽
自
動
車
…

軽
自
動
車
検
査
協
会
所
沢
支
所
へ
☎

０
５
０
︲
３
８
１
６
︲
３
１
１
１

空
き
家
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

相
談
窓
口

対
象　

市
内
在
住
か
市
内
に
空
き
家

を
お
持
ち
の
方

相
談
内
容　

空
き
家
の
売
却
、利
活

用
、適
正
管
理
な
ど

相
談
窓
口　

▼（
公
社
）全
日
本
不
動

産
協
会
埼
玉
県
本
部
県
西
支
部（
水

曜
日
を
除
く
９
時
～
18
時
）☎
２
９

５
８
︲
４
０
３
８ 

▼（
公
社
）埼
玉

県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
彩
西
支
部

（
水
・
土
・
日
曜
日
、祝
日
を
除
く
10
時

～
16
時
）☎
２
９
６
９
︲
６
０
６
０

問
合
せ　

都
市
計
画
課
へ
内
線
２
２

２
０

４
月
か
ら
国
民
年
金
保
険
料

が
変
わ
り
ま
す

　

３
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、

月
額
１
万
６
千
６
１
０
円
で
す
。納

付
書
は
４
月
初
旬
に
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、忘
れ
ず

に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。な
お
、一

定
期
間
の
保
険
料
を
ま
と
め
て
納
め

る
こ
と
で
割
り
引
き
が
受
け
ら
れ
る

前
納
制
度
も
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課
内
線
１
０
５

5
か
所
沢
年
金
事
務
所
へ
☎
２
９
９

８
︲
０
１
７
０

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
は
お
早
め
に

　

国
が
実
施
し
て
い
る
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
は
、３
年
３
月
末
ま
で
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を
し
た
方

が
対
象
で
す
。希
望
者
は
早
め
に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
予

約
は
市
役
所
で
設
定
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

情
報
政
策
課

へ
内
線
５
７
５
１

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算

療
養
費
の
申
請

　

同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
が
１
年
間

に
支
払
っ
た
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
を
合
算

し
、限
度
額
を
超
え
た
分
を
支
給
し

ま
す
。対
象
の
方
に
は
３
月
中
旬
に

申
請
書
を
送
付
し
ま
す
が
、令
和
元

年
８
月
か
ら
２
年
７
月
に
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
移
ら
れ
た
方
や
転
入

し
た
方
に
は
、申
請
書
が
届
か
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、医
療
保
険

と
介
護
保
険
を
利
用
し

て
い
る
世
帯
の
方
は
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課
へ
内
線
１
５

７
５

市内の施設では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するため、開館時間や利用人数などに制限を設けています。
状況に応じて制限の内容やイベントが変更となる場合があります。

※
公
民
館
と
地
区
セ
ン
タ
ー
は

　

入
曽
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
を
含
み
ま
す

　新型コロナウイルス感染症の影響で売
り上げが減少した市内の事業者に対し、
応援金を給付します。
　申請方法などの詳細は市
公式ホームページをご覧く
ださい。
対象　以下のいずれにも該当する事業者
▶�市内で主たる事業を行っている小規模

事業者か個人事業主（フリーランスを
含む）
▶��前年同月比の売り上げが20%以上減

少した
給付額　一律10万円
申請期限　４月30日㈮
問合せ　産業振興課へ内線2554

コロナに負けない！
さやまの事業者応援金

第二弾

主に市からのお知らせを掲載します
「定員」は原則として先着順、「場所」の掲載
がない催しは問合せ場所が会場、「費用」の
掲載がないものは無料です
公式ホームページではさらに多くの情報を
ご覧いただけます市政　　暮らす　　学ぶ・楽しむ

募集　　官公庁など
市政　　暮らす　　学ぶ・楽しむ
募集　　官公庁など
市政　　暮らす　　学ぶ・楽しむ
募集　　官公庁など
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